
事務事業No 事業名 [事業基本情報]

528 ○ 管理経費 ○

分野別目標 1 法定受託事務

政 策 3 ○

施 策 1

取 組 3

継続 主な事務事業

事業実施の根拠法令

関連個別計画 「３つのキーワード」との関連性

担当課・担当課長（Tel） 嶋本　智（435-1005） いのちを守る ふるさと力を高める 該当せず

関連課 ○

１　事業概要及び実施内容

事
業
概
要

２　事業コスト

予算 決算 予算 決算 予算 決算 決算 計画 決算

47,169 37,456 42,573 41,233 78,725 164,376 41,563 33,639

- - -9.7% 84.9% -32.9%

22,936 13,759 22,936 13,544 22,936 18,843 17,837 22,936

6,927 4,251 6,927 5,651 6,927 9,687 6,749 6,927

29,863 18,010 29,863 19,195 29,863 28,530 24,586 29,863

2,136 20,893 20,582 13,841

65,600

5,723 5,928 7,033 6,397 5,994 3,396 2,328 4,702
41,446 31,528 35,540 32,700 51,838 74,797 25,394 28,937
2.99 1.8 2.99 1.79 2.99 2.5 2.4 2.99

2.59 2.07 2.59 2.24 2.59 3.84 3.2 2.59

３　目標及び実績
平成21年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

年度目標値 860 860 860

実績値 864 864

全体目標値 2,580 全体目標達成度 67.0% 年度別達成度 100.5% 100.5%

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値 3,000 2,400 2,100 2,100

実績値 4,898 3,712 2,343

全体目標値 12300 全体目標達成度 78.8% 年度別達成度 61.2% 64.7% 89.6%

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

平成２５年度

放置自転車等対策事業事項

事業期間 ～ 大事業

項

地域安全事業

平成２３年度 平成２４年度平成２１年度 平成２２年度

人と文化を育てる

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 事業内容
市管理道路及び自転車等放置禁止区域において、自転車等を放置しないよう啓発活動を行う。また
同道路及び同区域における放置自転車等に対し、警告札の貼付及び撤去を行い、撤去した自転車等
を保管所で保管し、盗難照会を行い、所有者に連絡し、保管料を徴収したうえで返還し、引き取り
のない自転車等の処分を行う。

市管理道路及び自転車等放置禁止区域において、自転車等を放
置しないための啓発活動を行う。また同道路及び同区域におけ
る放置自転車等に対し、警告札の貼付及び撤去を行い、撤去し
た自転車等を保管所で保管し、盗難照会を行い、所有者に連絡
し、保管料を徴収したうえで返還し、引き取りのない自転車等
については処分を行う。

地域安全課

事業進捗管理シート

放置自転車等の対策事業
事業区分(1)

事業経費

その他

交通安全対策の推進

安心して、安全に暮らせるまち

その他

○

款

事業種別

放置自転車等の対策の推進

事業区分(2)
自治事務

地域安全の推進

総務管理費

目 地域安全費

一般会計

総務費

会計・
予算区分

会計

成
果
指
標

放置自転車等撤去台数

単位 台

単位

4,665

57.9%

事業費 50,163

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

そ の 他
30,425一般財源（税等）

市　　債

平成22年度

所要人数
常勤職員

非常勤職員

15,455

放置自転車等啓発・指導延人数

2.59

指標名及び達成状況

単位 人

平成25年度

計画

県支出金

29,863

-36.3%

22,936

小計

伸び率（％）

活
動
指
標

主な予算内訳 自転車等放置防止委託料　15,600千円　運搬委託料　4,083千円

国庫支出金

6,927人件費

常勤職員

非常勤職員

4,283

単位

2.99

実
施
内
容

市管理道路及び自転車等放置
禁止区域において、自転車等
を放置しないための啓発活動
を行う。
また同道路及び同区域におけ
る放置自転車等に対し、警告
札の貼付及び撤去を行い、撤
去した自転車等を保管所で保
管し、盗難照会を行い、所有
者に連絡し、保管料を徴収し
たうえで返還し、引き取りの
ない自転車等については処分
を行う。

市管理道路及び自転車等放置
禁止区域において、自転車等
を放置しないための啓発活動
を行う。
また同道路及び同区域におけ
る放置自転車等に対し、警告
札の貼付及び撤去を行い、撤
去した自転車等を保管所で保
管し、盗難照会を行い、所有
者に連絡し、保管料を徴収し
たうえで返還し、引き取りの
ない自転車等については処分
を行う。

市管理道路及び自転車等放置
禁止区域において、自転車等
を放置しないための啓発活動
を行う。
また同道路及び同区域におけ
る放置自転車等に対し、警告
札の貼付及び撤去を行い、撤
去した自転車等を保管所で保
管し、盗難照会を行い、所有
者に連絡し、保管料を徴収し
たうえで返還し、引き取りの
ない自転車等については処分
を行う。

市管理道路及び自転車等放置禁
止区域において、自転車等を放
置しないための啓発活動を行
う。
また同道路及び同区域における
放置自転車等に対し、警告札の
貼付及び撤去を行い、撤去した
自転車等を保管所で保管し、盗
難照会を行い、所有者に連絡
し、保管料を徴収したうえで返
還し、引き取りのない自転車等
については処分を行う。

市管理道路及び自転車等放置
禁止区域において、自転車等
を放置しないための啓発活動
を行う。
また同道路及び同区域におけ
る放置自転車等に対し、警告
札の貼付及び撤去を行い、撤
去した自転車等を保管所で保
管し、盗難照会を行い、所有
者に連絡し、保管料を徴収し
たうえで返還し、引き取りの
ない自転車等については処分
を行う。

事
業
費
 
千
円

2,700

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 対象外

○
評価年度


